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同一労働同一賃金への対応について
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2021年4月にパートタイム・有期雇用労働法の施行
法は正社員とパートタイマー等の間の不合理な待遇差の解消を目指
して、主に次の通り導入されました。

●不合理な待遇差の禁止
正社員とパートタイマーとの間で基本給や賞与を始め、あらゆる不
合理な待遇差があってはなりません。

●労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイマー等から正社員との待遇差の説明を求められたら、回
答をしなければなりません。

不合理な待遇差とは
不合理な待遇差とは次のようなことを言います。

●基本給の時間単価、賞与や退職金の支給の有無等
●家族手当、資格手当や通勤手当の支給の有無等
●賄いやユニフォームの支給の有無等

例えば、正社員には賞与や通勤手当を支給するが、パートタイマーに
は支給しないや正社員には更衣室の利用や賄い飯を与えるがパート
タイマーには与えないなど、不合理な待遇差であるかどうかの検討
をしなければなりません。

労働者に対する待遇に関する説明義務とは
労働者は事業主に対して、待遇差が不合理であると感じた場合に、
説明を求めることができます。一方、事業主は待遇差について説明を
しなければなりません。

飲食店の正社員とパートタイマー等の相違点
待遇差があるが、それが不合理ではないと言うためには、正社員と
パートタイマーの「職務の内容」「人材活用の仕組み」「責任の程度」
「その他の事情」が違うため、待遇に差があっても不合理ではない
と説明しなければなりません。

不合理な待遇差にならないための説明方法
例えば、賞与について説明を求められた場合には、書面をもって、以
下のような内容で説明して下さい。

●正社員は、売上ノルマや目標の達成度を評価されている。

●定年までの長期雇用を前提として、人材の採用と定着を図るため
に賞与を支払っている。

●正社員の定着のための家族を扶養するなどをするために生活費の
補助としている。

●パートタイマーは、ノルマなどを求めない、定型業務となっている。

●パートタイマーは、正社員に転換をすることが出来る。正社員にな
れば賞与が支給されるが自身の意志で転換をしていない。

上記の説明をしたからと言ってパートタイマーへ賞与を支給してい

ないことが不合理ではないと判断されるとは限りません。しかし、説

明を求める人に対して、誠実に回答し、理解してもらうことは、労使

関係で必要なことです。

皆様も給与明細等を見ながら、一度不合理な待遇差がないかお考え

下さい。

税務署からの
お知らせ

総額表示について、更に詳しくお知りになりたい方は、財務省ＨＰ「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する
資料」ページをご覧ください。　【ＵＲＬ】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm

令和３年４月１日より、税込価格の表示
（総額表示）が必要になります！！

対象となるのは、事業者が消費者に対して行う価格表示
（店頭の値札・棚札、チラシ、カタログ、広告など全ての表示媒体）

税込価格10,780円（税率10％）の商品の場合
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10,780円

 9,800円（税抜）

Q1

Q2

9,800円（本体価格） 9,800円＋税

 9,800円（税込10,780円）  10,780円（税込） 10,780円（うち税980円）

10,780円（税抜価格9,800円） 10,780円（税抜価格9,800円、税980円）

※税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。

「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるのですか？

「希望小売価格」も総額表示にする必要がありますか？

⇒　「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるもので
あって、レジシステムの変更を義務付けるものではありません。

⇒　「希望小売価格」は、小売店が消費者に対して行う価格表示ではありませんので、「総額表示義務」の対象に
はなりません。ただし、小売店において、製造業者等が表示した「希望小売価格」を自店の小売価
格として販売している場合には、その価格が総額表示義務の対象となりますので、「希望小売価

格」が「税抜価格」で表示されている時は、小売店において「税込価格」を棚札等に表示する必要が生じます。

総額表示に
該当する例

総額表示に
該当しない例




